
四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則  

平成２７年３月２３日 

規則第１１号 

（目的） 

第１条 この規則は、四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例（平成２６年

四日市市条例第１９号。以下「条例」という。）第１４条の規定に基づき、条例の

施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  

（公共の場所） 

第２条 条例第２条第４号に規定する場所は、次の各号に掲げる場所とする。  

(1) 市が設置する公の施設、庁舎等 

(2) 道路に準ずる通路であって、不特定多数の者が通行する場所  

(3) 鉄道の駅の自由通路及び駐輪場 

(4) 集会所、公会所等 

(5) ごみ置き場 

（設置運用基準に定める事項等） 

第３条 条例第４条に規定する設置運用基準は、次の各号に掲げる事項について定め

なければならない。 

(1) 設置目的に関すること。 

(2) 防犯カメラの設置年月日に関すること。 

(3) 防犯カメラの撮影対象区域に関すること。  

(4) 防犯カメラの設置の表示に関すること。 

(5) 管理責任者の設置及び取扱者の指定に関すること。  

(6) 画像データ等の保存期間、保存方法及び廃棄方法に関すること。  

(7) 画像データ等の利用及び提供に関すること。  

(8) 画像データ等の開示に関すること。 

(9) 苦情対応の手続に関すること。 

(10) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に関する事項

に関すること。 

２ 条例第４条に規定する設置運用基準の届出は、当該届出に係る防犯カメラを設置

しようとする日の１４日前までに、防犯カメラの設置届（第１号様式）により行わ

なければならない。 

３ 条例第４条に規定する設置運用基準の変更の届出は、当該届出に係る変更をしよ



うとする日の１４日前までに、防犯カメラの設置変更届（第２号様式）により行わ

なければならない。 

（防犯カメラの廃止の届出） 

第４条 設置者は、防犯カメラを廃止したときは、廃止した日から１４日以内に防犯

カメラ廃止届（第３号様式）を市長に提出しなければならない。  

（画像データ等の保存期間） 

第５条 条例第８条第２項第４号に規定する保存期間は、原則として画像データ等を

記録した日から３０日以内の範囲内において設置者が定める期間とする。  

（勧告） 

第６条 条例第１１条第２項に規定する勧告は、防犯カメラの設置及び運用に関する

勧告書（第４号様式）により行うものとする。  

（公表） 

第７条 条例第１２条第１項に規定する公表は、次の各号に掲げる事項を四日市市公

告式規則（昭和４２年四日市市規則第１３号）第２条第２項に規定する市役所の掲

示場に掲示して行うほか、市のホームページへの掲載により行うものとする。  

(1) 条例第１１条第２項に規定する勧告に従わなかった者の氏名及び住所（法人

その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）  

(2) 事実の経緯 

２ 市長は、条例第１２条第１項に規定する公表を行うときは、その期日の３０日前

までに、防犯カメラの設置及び運用に関する公表通知書（第５号様式）により、設

置者又は管理責任者に対し通知するものとする。  

３ 条例第１２条第２項に規定する意見を述べる機会は、口頭ですることを市長が認

めた場合を除き、前項の期日の１０日前までに、意見書（第６号様式）を市長に提

出する方法により与えるものとする。 

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。  



第１号様式（第３条関係）  

 

防犯カメラの設置届  

 

年  月  日  

 

 四日市市長  

 

設置者 住  所  

    氏  名  

    電話番号  

  法人その他の団体にあっては、その

名称及び主たる事務所の所在地  

 

  防犯カメラを設置するので、四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例第

４条の規定により、下記のとおり届け出ます。  

 

記  

防犯カメラの設置及び運用
に関する基準の名称  

 

設置（予定）年月日  年   月   日  

防犯カメラの設置箇所及び
台数  

  箇所（    台）  

 添付資料  

  １ 防犯カメラの設置及び運用に関する基準  

  ２ 防犯カメラの撮影対象区域、防犯カメラの設置場所及び設置の表示場所を記

載した図面  



第２号様式（第３条関係） 

 

防犯カメラの設置変更届 

 

年  月  日 

 

 四日市市長  

 

設置者 住  所 

    氏  名 

    電話番号 

  法人その他の団体にあっては、その名称及

び主たる事務所の所在地 

 

  防犯カメラの設置及び運用に関する基準の内容を変更したので、四日市市防犯カメラの

設置及び運用に関する条例第４条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

変更年月日 年   月   日 

変更する事項 

変更前 

変更後 

変更する理由  

 添付書類 

  １ 変更後の防犯カメラの設置及び運用に関する基準  

  ２ 変更後の防犯カメラの撮影対象区域、設置場所及び防犯カメラ設置の表示場所を記

載した図面



第３号様式（第４条関係）  

 

防犯カメラ廃止届  

 

年  月  日  

 

 四日市市長  

 

設置者 住  所  

    氏  名  

    電話番号  

  法人その他の団体にあっては、その名称及

び主たる事務所の所在地  

 

      年  月  日付けで届け出た防犯カメラを廃止したので、四日市市防犯カメ

ラの設置及び運用に関する規則第４条の規定により、下記のとおり届け出ます。  

 

記  

廃止年月日  年   月   日  

廃止理由  

 

 添付書類  

 １ 防犯カメラの撮影対象区域



第４号様式（第６条関係）  

 

                                  第    号  

年  月  日  

 

防犯カメラの設置及び運用に関する勧告書  

 

 

 様  

 

                         四日市市長        印  

 

  四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例第１１条第２項の規定により、下記の

とおり勧告します。  

 

記  

 １ 勧告の内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 勧告の理由  

 

 



第５号様式（第７条関係）  

                                第     号  

  年  月  日  

 

           様  

                           

四日市市長     印  

 

防犯カメラの設置及び運用に関する公表通知書  

 

 あなたが、設置する防犯カメラについて、四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条

例第１１条第２項の規定により    年    月   日付け    第   号で必

要な措置をとるよう勧告しましたが、不履行のため、同条第１２条の規定により下記のとお

り公表することを通知します。  

 なお、履行期限までに改善措置をとることができなかったやむを得ない理由等がある場合

は、公表期日の１０日前までに意見書を提出してください。  

 

記 

 

 

 

設置者又は管理責任者  

 

住所  

 

氏名  

 

 

 

 

 勧告の内容及び勧告に従

わなかった事実  

 

 

 

 

公表期日  

 

年   月   日  



第６号様式（第７条関係）  

  年    月   日  

 

 

意  見  書  

 

四日市市長  

 

住 所  

氏 名             

法人その他の団体にあっては、その名称

及び主たる事務所の所在地  

 

四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例第１２条第２項の規定に基づき、次のと

おり意見を述べます。  

 

 

防犯カメラの設置場所  

 

 

 

 

 

 

 

意 見 

 

 

※意見欄に書ききれないときは、別紙に記載して添付すること。また、証拠書類等の提出が

ある場合は、この書面に添付すること。  

 


